
船舶事故調査報告書 

平成２９年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年７月２３日 １１時００分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市江ノ島北西方沖 

丸田港南防波堤灯台から真方位３２２°２.５海里付近 

（概位 北緯３３°０２.０′ 東経１２９°１９.３′） 

事故の概要 プレジャーボートMICHI
ミ チ

は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年７月２４日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート MICHI、５トン未満（長さ６.３２ｍ） 

２９２－４２２７０長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラに破損、スイベルフォークに破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約１～２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、江ノ島北西方沖の浅瀬が点在する

海域において、釣りのポイントを移動していた。 

船長は、ガタンという音を聞き、本船が浅瀬に乗り揚げて乗り切っ

たことを知った。 

船長は、機関を停止した後、再度機関を始動したところ、異音がす

るようになったので、航行不能と判断し、海上保安庁へ救助を要請し

た。 

本船は、来援した巡視艇により、係留地にえい
．．

航された。 

船長は、本事故当時、江ノ島北西方沖で釣りを行うのが２回目であ

り、浅瀬が点在していることは知っていたものの、その詳細な位置ま

では把握していなかったので、ＧＰＳプロッターの水深表示を確認し

ながら航行していたが、同プロッターの１ｍ水深表示を見落としてい

たことに、本事故後に気付いた。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

分析 本船は、江ノ島北西方沖の浅瀬が点在する海域を航行中、船長が、

ＧＰＳプロッター画面に表示された１ｍ水深線表示を見落としたこと

から、浅瀬に気付かずに航行し、浅瀬に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、江ノ島北西方沖の浅瀬が点在する海域を航行

中、船長が、ＧＰＳプロッター画面に表示された１ｍ水深線表示を見

落としたため、浅瀬に気付かずに航行し、浅瀬に乗り揚げたものと考



 

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッターを見て浅所を航行する場合、水深表示の確認を

適切に行うこと。 


